
５月議会 

●議案第１号・第２号  監査委員の選任について 

 地方自治法１１７条の監査委員選任規定に基づき、佐藤義一議員、高安紘一

議員を議会選出の監査委員に選任しました。 

 

６月議会 

●議案第３号  市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

の一部改正について 

        平成１５年度の人事院勧告で公務員給与が２．０３％引き下げられたことも

あり市長・議長・収入役・固定資産評価員・常勤監査委員・議長・副議長・議

員の報酬・給料を平均３％引き下げました。 

●議案第４号  市川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に

ついて 

 議案第３号と同様に教育長の給料を引き下げました。 

●議案第５号  市川市税条例の一部改正について 

 地方税法が改正されたことに伴い条例を事務的に改定したものです。 

●議案第６号  市川市都市計画税条例の一部改正について 

 地方税法が改正されたことに伴い条例を事務的に改定したものです。 

●議案第７号  市川市国民健康保険税条例の一部改正について 

 地方税法が改正されたことに伴い条例を事務的に改定したものです。 

●議案第８号  市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

        福栄小に定員４０名の放課後保育クラブを新設するとともに、平田小・曽谷

小・新浜小・百合台小の保育クラブの定員を４０人から８０人に増員しました。 

●議案第９号  市川市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の一部を改正する

条例の一部改正について 

 国の介護保険制度で「自立」と認定された低所得者に対して、市川市が独自

で軽減措置を講じてきましたが、国の介護保険制度の軽減措置の改定に準じて、

市の軽減措置も同様に改定したものです。 

●議案第１０号  市川市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に

関する条例の全部改正について 

 土地を埋め立てたり盛ったりすることは、これまで災害防止の観点からのみ

規制されてきましたが、土壌汚染防止の観点からも安全基準を設けて規制する

とともに、石垣場（行徳富士）の残土問題などをかかえる市川市として、千葉

県が条例で規制している基準（３０００平方メートル）よりも厳しい基準をも

って規制しようとするものです。 

●議案第１１号  市川市下水道条例の一部改正について 

 現在６１．５％と低い市川市の下水道普及率の向上をめざしつつ、下水道を

つくるのに必要なお金を、市民の税金からだけでなく、下水道料金からも５０％

程度負担（資本費算入率・現在４０％）するよう下水道料金を引き上げるもの



です。一般家庭の下水道料金がこの９月から約１２％（２０㎥／月２６２円）

程度引き上げられます。 

●議案第１２号  市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

 市川大野駅周辺に「大野第４駐輪場」を新設します。 

●議案第１３号  市川市役所駐車場の設置及び管理に関する条例の制定につ

いて 

 市川市役所の３つの駐車場を、市役所を利用しない市民にも有料で開放しよ

うとするもので、市役所が開いている午前８時から午後６時までは最初の１時

間は無料、以後２０分１００円、それ以外の時間帯は２０分１００円。閉庁日

は２０分１００円、１５００円を限度という利用料金が決められました。 

●議案第１４号  市川市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一

部改正について 

 生涯学習センター利用者の駐車料金を有料化するもので、講師やボランティ

アなどを除き、１時間半までは無料、その後３０分１００円の利用料金がかか

ることになります。 

●議案第１５号  市川市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて 

 文化会館の駐車場の使用を有料化するもので、申請手続者や身障者を除き、

３０分１００円の利用料がかかるようになります。 

●議案第１６号  市川市使用料条例の一部改正について 

 市営施設の使用料金が次のように引き上げられます。 

           現  行        改 定 後 

火葬料     １体   １５００円     ２２５０円 

霊園管理料   ㎡／年   ４５０円      ６７０円 

野球場     面／時間  ４００円      ６００円 

陸上競技場   １時間   ３５０円      ５２０円 

テニスコート  面／時間  ２５０円      ２２０円 

市民体育館   ㎡／時間  ０．９０円     １．３５円 

●議案第１７号  市川市手数料条例の一部改正について 

 ８月からスタートする住基ネットに関連して、住民基本台帳カードの交付を

希望した市民から、１枚５００円の手数料を徴収するということと、建築基準

法改正に伴い行われる許可申請などの事務の手数料を定めるものです。 

 

 

●議案第１８号  市川市公共下水道施設建設工事委託に関する契約について 

 若宮地域の下水道建設にはシールド工法というレベルの高い工法が必要にな

ることから、国庫補助を受けて、その能力をもつ県の下水道公社に事業を委託

するものです。 


